
ダり識か

調剤をしていて

媛聞に思ったこと，

医師または患者さんに贋

かれて図ったこと，医師に媛

鑓照会して対応したがいまひとつ納

得できないこと，ありませんか? 皆さんの鰻閏

に各分野の噂門家がお答えいたします.

聾剤情報担供料を算定する燭含，お護手帳に

Ict調剤日，襲剤の告祢，用法，用量，相E作

用その他服用に際して注慣すべき思頂を記属すること

になっていますが，毎回，全頂目について配属しない

と耳定は回められ，ないのでしょうか。(匿名稽望)

処方せんの内容によっては，お菜手l阪への記

載が求められている項 1=1に該当する内容がな

いために，必ずしもすべての事項を記載することがで

きない場合もあると思いますので， liiにすべての項目

に|刻する情報が記載されていないという理由だけで，

表1 薬剤情報提供料(お薬手帳)の記載について

区分11 薬剤情報提供料

(1)集方1)情報拠供料は. 1 Jiilの処方せん交付。において淵1'11)を行っ

た業i'ii)について，その投薬を'立-ける忠者等に対して. 当3主
忠fiの3}とめに応じて.淵剤1-1.当該薬剤の名初、( 般1'，処

Jiによる処Jiせん又は 「後発医薬品への変更 IIrJ榊iに処方lぷ
の半年1'，.(，'し くは記名・ 4111印のある処方せんの場合において

は.現に調高1)した薬剤lの名tJ;). JlJ法，JIJ)社及び相ηj'OIJ
その他J)fWJに際してj.i¥なすべき・jU)'(を.'，心、者ーのミr帳に幸子11.¥'的
に記被した場介に. )-) 41日1(三li該薬問において縦続して制

点1)を受けている忠，r.-であって，処ブjl人向'干に変9iがあった場

合には. 1記にかかわらず処)jごとにn41凶)を限度とし

て算定する。

(2)く町内>

(3)r服用に際して注意すべき事項Jとは司重大な副作用又は有

害事象等を防止するために特に患者が服用時や日常生活上

注意すべき事項.あるいは投薬された薬剤により発生する

と考えられる症状 (相互作用を含む。)等をいい，投薬され

た薬剤や病態に応じて.服用患者ごとに異なるものである。
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Information 

ご質問をお寄せくだ

さい。なお，回答 I~本箆

に娼属することによってのみ行い

ます。電窃やファクシミリによる回答

I~ご容彼ください. また， 特型車なケース

の質問は，探周されないこともありますのであら

かじめご3震ください.

薬剤情報提供料を第定できないということにはなりま

せん。

薬剤情報提供料の算定要件において，患者のお薬手

11仮には 「調剤|二IJr薬剤の名称Jr刑法Jr用量Jr相互作用

その他服用に際して注意すべき事項」を記載することが

求められています。しかし，患者に提供すべき薬剤情

報のうち， r服用に|捺して11意すべき事項jなどについ

ては，処方せんの内容や病態に応じて服用患者ごとに

具なりますので，ケースによっては記載項目に該当す

る情報がないという場合もあるでしょう (表1)。

したがって，そのような正当な理由から，結果的に

お薬手IpJ~へ記載で、きない項目があったとしても ， それ

以外の必要な薬剤情報を経11寺的に記載していれば，薬

剤情報提供料を算定することは認められます。

畠準調剤加算を算定するためには，あらかじ

め地方祉会保険寧務局へ施盤基準に関する届

出をしなければなりませんが，届出笹はいつから鱒定

することができるのでしょうか。届出が聖理された日

から直ちに算定してもよいのでしょうか。(匿名棺望)

基準調剤加算(1または2)については，施設

恭準にかかる地ブJ社会保険事務局長への届出

後， ~1'1二審査が終 f し， I市出が受理された日の翌月 l

1:1から算定することができます。ただし月の初日に要

件審査が終了し属出が受理された場合には，当該初

日から算定することができます (表2)。
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表2 基準調剤加算の適用時期について

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い

について

第2 届出に関する手続き

7 4に定めるもののほか.各月の末日までに要件審査を終え哩

届出を受理した場合は‘翌月の1日から当該届出に係る診

壁盟堕主主主する。また司月の初日に要件審査を終え.届

出を受理した場合には当該初日の属する月から算定する。な

お.平成 18{ド，1)Jに祈設された胞32よl~iW に係る診療干|につ

いて. 1，判'-;[}J 14 11までに}11，1!¥，1::の蛇nllがあり. 1河川末11

までに~f'I:'，品川ヤを終え J"ill\ のとi .flHが行われたものについて
は. I.;J J J 1 11 (こ遡って鉱山することができるものとする。

8 J~ ill'，の不交耳I!の決定を行った場合は.速やかにその行を蛇
1I '1 ~行に対して通知するものであること。

(2006 '1'. 3 ) J 6 11. fl~1反発信0:，060o:J ~; ) 

リウマトレックスの調剤料について教えてく

ださい。次の処方内容の場合，これまでは内

服薬8自分として調剤料39点を保隈揖京していました

が，先月の保険謂求分から，肉服襲4日分，すなわち

調剤料20点として雷京するよう指揮を霊けました.調
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国輔の算定方法について，解釈の変更があったので

しょう力、

<処方内容>
リウマトレ yクスカプセル2m日 2カフセル 1112川仰l夕食後 ，111分

リウマトレックスカプセル2mg カプセル 11111日l朝食後 ，111分

(霊知県匿名帯望)

ご質問のケースについては， Iド内j勾ヨ引叫州)J川服JI似IA以去柴li8剖|上:オ|分と

して制斉剤|リl伴存判1.39仏d点l

リウマトレツクスカフプ。セルは' メトトレキサー卜を

2mg合有する1ft:リウマチ斉IJです。添付文書によると，

通常の 1週川単位の投与5.は6mgで、あり. 11カプセ

ルを初日から 21=1日にかけて1211寺II¥J1m I(Mで'3IIII経|ごl投

Ij.し，残りの 51:IIIIJは休薬する。これを 1週II¥Jごとに

繰り返すjとされています。

すなわち， リウマトレックスカプセルは一般的な内

JM薬の使JlJ 方法とはlJ';~なるため，食事を 1:1 安としたJJli

川 II.L'~.( (すなわち 「斉IJJ)により整理Ilすることが困難です。



そのため，例外的なケースとして制刑判ーを考えざるを

伴ないものと考えます。

ご質問jのケースについては， 11こ121日I(朝夕食後)JJI~ 

川するものとして連続21-111¥1 ，かつ，それを1週間ご

Information 

とに 41Dl繰り返す服川方法で、あると繋l~1l.して.~質 8

1:1 分の内JJli~調剤料 (39}.'.oと附釈するのが妥当でしょ

つ。
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